
５　国際交流と地域間交流の推進 

国際交流の拠点となります 

　国際交流の推進と、市在住外国人のサポー

トなどを行うため、国際交流協会を設立します。 

■国際交流協会の設立 

【総務費】（新規）　18万円 

（企画政策部　企画推進課） 

６　文化芸術活動の振興 

魅力あふれる文化の薫り高い 

　　　　　　　まちづくりを推進します 

　京丹後市の文化の振興を進めるために、平

成17年度に発足した「京丹後文化のまちづく

り実行委員会」の活動に対して補助します。

　実行委員会では、12月24日（月・祝）に、市

民のみなさんが主体的に参加する取り組みと

して、「市民でつくる第九コンサート（仮称）」

を開催します。丹後で初の本格的な第九コン

サートです。 

 

■京丹後文化のまちづくりの推進 

【総務費】（継続）　243万円 

（企画政策部　企画推進課） 

中国亳州市との友好交流をすすめます 

　友好都市となった中国安徽省（あんきしょう）

亳州市（はくしゅうし）との交流を発展させ

るため、今年度はお互いの文化理解を深める

目的で亳州市を訪問するほか、市民のみなさ

んに亳州市を知っていただくため、京丹後市

内で亳州市展を開催します。 

■中国安徽省亳州市との観光・文化の交流 

【総務費】（拡大）　353万円 

（企画政策部　企画推進課）   

１　適正な土地利用の推進 

都市計画区域を整備します 

　今年度は、将来のまちづくりの基盤となる「ま

ちづくり計画（都市計画マスタープラン）」の

　 

■都市計画マスタープランの策定 

【土木費】（継続）　709万円 

（建設部　都市計画・建築住宅課）  

Ⅵ 災害に強く、快適で暮らしやすい 
　うるおい安全都市 

３　人権の尊重 

人権が尊重される社会の実現のために 

　人権が尊重されるまちづくりをすすめるため、

市民のみなさんを対象に人権問題に対する意

識調査を実施します。調査結果は、報告書に

まとめ、今後の人権啓発事業などの取り組み

の資料とします。 

■人権意識調査の実施 

【民生費】（新規）　236万円 

（生活環境部　市民課） 

４　男女共同参画の推進 

男女共同参画社会の実現をめざします 

　家庭や学校、地域や職場など、あらゆる場

所において、男女がその個性と能力を十分に

発揮でき、また一人ひとりが活躍できる社会

の実現をめざして取り組みます。 

　○月２回のカウンセラーによる、女性相談

や男女共同参画セミナーを開催します。 

■男女共同参画の推進 

【民生費】（継続）　184万円 

（生活環境部　市民課） 

■市民協働のまちづくり事業補助金 

【総務費】（継続）　1,800万円 

（各市民局　市民福祉課） 

　旧町ごとに設置されていた「地域振興協議会」
を「地域まちづくり協議会」に改称し、市民
協働による地域の振興・発展のため、地域づ
くりの核となる組織として運営します。 
　各地域まちづくり協議会は、12人の委員さ
んで構成され、地域の振興策や協働のまちづ
くりの推進などについて話し合い、必要に応
じて市長に提言していただきます。 

■地域まちづくり協議会の運営 

【総務費】（拡大）　313万円 

（企画政策部　企画推進課） 
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まちづくりの基本的な考え方などを 

　　　　　　　　　みんなで共有します 

　まちづくり基本条例とは、地方分権の時代 

■まちづくり基本条例の策定 

【総務費】（拡大）　42万円 

（企画政策部　行財政改革推進課） 

　さまざまなかたが出会い、集い、学ぶこと

で力をつけるネットワークの場として「女性

センター（仮称）」を設置します。 

■女性センター（仮称）の設置 

【民生費】（新規）　14万円 

（生活環境部　市民課） 

「
女
性
セ
ン
タ
ー
（
仮

称
）
」
を
丹
後
庁
舎

内
に
設
置 

昨
年
度
に
は
、
地
域

振
興
協
議
会
か
ら
市

長
へ
提
言
書
を
い
た

だ
き
ま
し
た 

市民協働のまちづくりの一環とし

て開催している「市民懇談会」 
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にあって、京丹後市が協働のまちづくりを進

めていくうえでの基本的な考え方、市民のみ

なさんの権利や役割、行政の責務などを条例

という形で法的に規定するものです。 

　「京丹後市まちづくり基本条例の制定をす

すめる会」のみなさんと市が協働して、市民

団体のかたと意見交換をしたり、学識経験者

のアドバイスを得ながら、平成19年９月の条

例制定をめざして取り組みます。 

（平成18年度～平成19年度） 
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　○市独自の女性問題アドバイザーを養成し

ます。昨年度の基本編に続き、今年度は

応用編を行います。　 
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　地区などの自発的な地域づくりを支援する

ため、「地域まちづくり計画書」を策定するた

めの経費を助成します。 

　「地域まちづくり計画書」とは、将来にわ

たって住民自らの力で地域を創り上げていく

ための基本方針、施策、行動計画を定めるも

のです。 

■地域まちづくりの支援 

【総務費】（新規）　200万円 

（企画政策部　企画推進課） 
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　この補助金は、各地域の取り組みに対して
迅速・柔軟に対応するために、市民局長の判
断で交付の決定をすることができます。            
●補助金の対象になる取り組み            
　○地区などが所有している施設の修繕や整

備の取り組み            
　○地区などが行う村おこしや地域づくりの

取り組み（環境・景観づくり活動、防犯・
防災活動、歴
史・文化活動、
地域間交流活
動、祭り・イ
ベントなど）  
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